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6月
令和７年度

R7年

船岡地域

確認日 令和6年1月15日

落岩、麻生、福地、野町、覚王寺、東市場、市場、上津黒、下津黒、別府、篠波、延命寺、上大坪、
下大坪、奥山上、口山上、上峰寺、下峰寺、山田、山路、花原、井古、稲荷、下坂、奥谷、下門尾、
フローラル、門尾、堀越、宝、若葉

大江、下野、橋本、塩上、水口、船岡殿、坂田、福井、見槻中、西谷、見槻、志子部

〇印が配布予定日です。 令和6年度区長文書配布予定表

八東郵送 佐崎、奥野、茂谷、清徳

下日下部、上日下部、横田、茂田、皆原、岩渕、三浦、小畑団地、三山口、鍛冶屋、北山、富枝、
志谷、中、稗谷、細見、日田、用呂

郡家郵送 姫路、明辺、山志谷

八東地域

郡家地域

4月 R7年

R6年

5月

R7年

5月

1月 R7年 2月

R7年

3月

R6年 10月 R6年 11月 R6年 12月

R7年

6月

7月 8月 9月

R6年 R6年 R6年4月

R6年 R6年
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R2年

令和6年度区長文書配布予定表

12月

R2年 1月 R2年 2月

6月R2年 4月 R2年 5月

R1年 5月

R2年 3月

令和７年度

R1年 10月 R1年 11月 R1年

6月

R1年 7月 R1年 8月 R1年 9月

R1年R6年 4月

八東地域
安井宿、桜ヶ丘、新興寺、新興寺団地、小別府、才代一、才代二、才代団地、東一、東二、竹市、
下徳丸、上徳丸、重枝、島、下南、中南、南団地、上南

確認日 令和6年1月15日

郡家地域

宮谷、つつみヶ丘、ひかりヶ丘、ｶｰｻこおげ、ﾄﾞﾐｰﾙこおげ、福本、賀茂町、天王木、さつきヶ丘、
郡家東区、郡家中区、郡家西区、郡家北区、はなさき台、南ヶ丘、あおば台、池田、久能寺、
ヒルズさくら坂、緑ヶ丘、すくも塚、さくら台、万代寺、上万代寺、土師百井、土師百井二、石田百井、
米岡、国中一区、国中二区、大門、花、郡家殿、市谷、西御門、

船岡地域 下町、坂町上、坂町下、上町、下濃、破岩、新庄、丸山、薬師、隼福、上野上、上野、隼郡家

〇印が配布予定日です。
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⑥八頭町農業用施設整備費補助金

⑦八頭町農林業用施設整備事業原材料支給

⑧-1.2.3　八頭町鳥獣被害に強いまちづくり支援事業補助金

⑧-4　　　八頭町危険木伐採等事業補助金

⑫八頭町災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金

⑬八頭町カーブミラー設置等補助金

⑭八頭町集落ごみステーション等整備事業補助金

⑮八頭町ごみ散乱防止ネット購入費補助金

集落向け補助制度一覧表

①八頭町集落公民館等整備事業補助金

④八頭町消防施設整備事業補助金

③八頭町防犯灯設置補助金

⑪小型除雪機配備事業

⑩八頭町資源ごみ回収報奨金

⑨八頭町土木事業原材料支給

⑤八頭町防災用土嚢整備事業原材料支給

②八頭町集落公民館等解体事業補助金
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 ①
補助金名

31世帯以上 21～30世帯 11～20世帯 10世帯以下

2,400万円

2,200万円

2,000万円

10分の4 10分の4 10分の5 10分の5

2,400万円

2,200万円

2,000万円

摘　要
(申請手続等)

　　 　 担 当 課：総　務　課（７６－０２０１）

　事業の実施につきましては、申請書及び見積書等が必要ですので、総務課管財係
　へ事前に協議をお願いします。

補助金の額
（限度額等）

10分の2 10分の2.5 10分の3 10分の4

事業費が２万円以上の集落名称等
の表示看板の新設、更新又は修繕

１０万円 10分の5

10分の4 10分の5
30世帯以上59世帯以下の集落

29世帯以下の集落

　八頭町集落公民館等整備事業補助金

補助事業概要
　集落公民館等の新築・増改築並びに付属施設（広場、遊具、倉庫等含む）を改修する
　経費に対し費用を補助するもの。

(千円未満の端数切捨て）

補助対象事業

建築面積が5平方メートル以上の集
落公民館等の増築又は一部改築

300万円

事業費が10万円以上の集落公民館
等の改修

300万円

補助率

建築面積が30平方メートル以上か
つ事業費が30万円以上の集落公民
館等の新築又は取得（改修費含む）

60世帯以上の集落

10分の2.5 10分の3.5

事業費が120万円以上の集落公民
館等の増築及び改修又は一部改築
及び改修

600万円

敷地面積が100平方メートル以上の
広場等の新設又は増設

250万円

建築面積が30平方メートル以上か
つ事業費が30万円以上の集落公民
館等の改築

60世帯以上の集落

事業費が10万円以上の集落公民館
等のバリアフリー化のための改修

300万円

30世帯以上59世帯以下の集落

29世帯以下の集落

事業費が10万円以上の有線放送設
備の改修

400万円

事業費が10万円以上の広場等の改
修

250万円

事業費が10万円以上の遊具等の新
設、更新又は修繕

75万円

補助対象事業費限度額

事業費が10万円以上の無線放送設
備の新設又は改修

事業費が10万円以上の洋式トイレ
への改修

300万円

400万円

事業費が10万円以上の水源確保設
備の新設又は改修

事業費が10万円以上の倉庫等の新
設又は更新

250万円

事業費が10万円以上の倉庫等の修
繕

75万円

100万円

事業費が50万円以上の公共下水道
又は農業集落排水への接続

150万円
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②
補助金名 　八頭町集落公民館等解体事業補助金

補助対象事業費限度額

２．５／１０

３／１０

３．５／１０

４／１０

５／１０

　事業の実施につきましては、申請書及び見積書等が必要ですので、総務課管財係
　へ事前に協議をお願いします。
　※八頭町集落公民館等整備事業補助金との併用はできません。

③
補助金名

　て）以内で予算の範囲内の額。

区分 補助率 補助金額上限

蛍光管  1/2 10,000円/基

ＬＥＤ  1/2 20,000円/基

区分 補助率 補助金額上限

ＬＥＤ - 10,000円/基

区分 補助率 補助金額上限

蛍光管・ＬＥＤ  1/2 10,000円/基

ＬＥＤ  1/2 20,000円/基

区分 補助率 補助金額上限
蛍光管・ＬＥＤ  1/2 5,000円/基

区分 種類 補助金額上限
新設・修繕 - 30,000円/基

移設 - 10,000円/基

　事業の実施につきましては、申請書・見積書・設置場所の位置図等が必要です
　ので、総務課防災室に協議をお願いします。

60世帯以上の集落

31世帯以上59世帯以下の集落

21世帯以上30世帯以下の集落

11世帯以上20世帯以下の集落

10世帯以下の集落

　集落公民館等の解体、撤去並びに整地を行う経費に対し費用を補助するもの。

(千円未満の端数切捨て）

補助事業概要

　

備　　考

補助金の額
（限度額等）

　○　蛍光管からＬＥＤ灯への取替
備　　考

器具（本体・LED管等）一式交換の場合

補助率

　八頭町防犯灯設置補助金

　　 　 担 当 課：総　務　課（７６－０２０１）

蛍光管からＬＥＤ灯に器具を更新する場合

補助金の額
（限度額等）

摘　要
(申請手続等)

集落公民館等の解体、
撤去並びに整地に要す
る経費

補助対象事業費

２００万円

器具本体が対象（玉替えは補助対象外）

補助事業概要 　集落が行う防犯灯の新設、修繕、移転費用に対し、町が補助するもの。

　実施事業費又は購入金額に下表の補助率を乗じて得た金額(千円未満の端数切捨

備　　考

　○　新設の場合

既設のポール等を使用

摘　要
(申請手続等)

　　担当課：総務課防災室（７６－０２０３）

○　移設の場合

○　修繕の場合
備　　考

○防犯灯柱

備　　考

－5－



④
補助金名

区分 施設名 補助率 備　　考

小型ポンプ一式
4/5以内、但し、集落の1戸当り(生活保護家
庭除く)の負担上限額を5千円とし、集落負
担上限額を超える部分については10/10

補助対象事業費限度額３００万円

防火水槽 4/5以内

消火栓
2/3以内、但し、集落の1戸当り(生活保護家
庭除く)の負担上限額を5千円とし、集落負
担上限額を超える部分については10/10

補助対象事業費限度額40万円

小型ポンプ格納庫
備蓄倉庫

31世帯以上　       10分の2
21世帯～30世帯　10分の2.5
11世帯～20世帯　10分の3
10世帯以下　       10分の4

補助対象事業費限度額250万円
（基準額10万円以上）

ﾎｰｽ乾燥設備、ｻｲﾚﾝ　　　 1/3以内 補助対象事業費限度額40万円

補助対象事業費限度額30万円

（基準額2万円以上）

消火栓（移転含む）
2/3以内、但し、集落の1戸当り(生活保護家
庭除く)の負担上限額を5千円とし、集落負
担上限額を超える部分については10/10

補助対象事業費限度額40万円

小型ポンプ格納庫
備蓄倉庫

31世帯以上　       10分の2
21世帯～30世帯　10分の2.5
11世帯～20世帯　10分の3
10世帯以下　       10分の4

補助対象事業費限度額75万円
（基準額10万円以上）

防火水槽 9/10以内 補助対象事業費限度額100万円

ホース乾燥設備

サイレン

発電機、ポータブル蓄電池 (基準額2万円以上)

ホース、管鎗、吸管

ﾎｰｽ格納箱、水利表示

異形媒体、ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

ヘルメット、略帽・帽子

ヘッドライト

補助対象事業費限度額２万円

（１着当たり）

簡易水槽 組み立て式で持ち運びが容易なもの

発電機、ポータブル蓄電池 補助対象事業費限度額２０万円

長机、パイプイス

ホワイトボード

保存食・保存水 保存期間3年以上

非接触式体温計

ｱﾙﾐﾏｯﾄ、毛布、簡易
ベッド（段ボール等）

車椅子、担架、ﾘﾔｶｰ 避難用

チェンソー、土嚢袋

ＡＥＤ・交換用パッド等

31世帯以上　       10分の5
21世帯～30世帯　10分の5.5
11世帯～20世帯　10分の6
10世帯以下　       10分の7

摘　　要 　事業の実施につきましては、申請書及び見積書等が必要ですので、総務課防災室
 (申請手続等) 　に協議をお願いします。
　 　(修繕の場合は修繕箇所の写真をお願いします。）

　

　　　　担当課：総務課防災室（７６－０２０３）

修繕

小型ポンプ（軽可搬） 1/2以内

1/3以内

補助対象事業費限度額40万円
(基準額2万円以上)

購入

1/2以内

法被・活動服

集落災害対策本部設置用

　八頭町消防施設整備事業補助金

補助事業概要 　消防施設の新設、修繕、購入費用に対し補助するもの。

補助金の額
(限度額等)

　実施事業費又は購入金額に下表の補助率を乗じて得た金額（千円未満の端数切捨て）
　以内で予算の範囲内の額。

新設
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⑤
補助金名 　八頭町防災用土嚢整備事業原材料支給

補助事業概要 　防災用として作成する土嚢に対し、原材料となる真砂土又は砂を支給する。

補助金の額
（限度額等）

　事業の実施につきましては、総務課防災室に協議をし、事業に関する認定を

　受けてください。

　※事業に係る支給原材料の支払いは、町が業者に直接支払います。

担当課：総務課防災室（７６－０２０３）

⑥
補助金名

　担当課：産業観光課（７６－０２０８）

⑦
補助金名

　担当課：産業観光課（７６－０２０８）

摘　要
(申請手続等)

　八頭町農業用施設等整備費補助金

補助事業概要
農道・農業用用排水路等の改修、補修、維持管理、流入土砂撤去などに係る経費
の一部を助成する。

補助金の額
（限度額等）

　対象経費の2/3以内（ただし、１集落当たり上限20万円）

摘　要
(申請手続等)

　事業の実施につきましては、事前に産業観光課農業係に協議をし、事業に関す
　る認定を受けてください。

　八頭町農林業用施設整備事業原材料支給

　農道、林道、農業用用排水路等の施設整備に対し、原材料を支給する。
　※町道、私道及び利用者を制限している路線は対象としない。

補助金の額
（限度額等）

　原材料支給にかかる限度額は、１集落当たり年間20万円以内の額。

　原材料支給にかかる限度額は、１集落当たり年間20,000円以内の額。

摘　要
(申請手続等)

　事業の実施につきましては、産業観光課農業係に協議をし、事業に関する認定
　を受けてください。
　※事業に係る支給原材料の支払いは、町が業者に直接支払います。

補助事業概要
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⑧-1

補助金名

⑧-2

補助金名

⑧-3
補助金名

八頭町鳥獣被害に強いまちづくり支援事業補助金
（侵入防止柵整備事業）

補助事業概要
イノシシやシカ等の有害鳥獣による農林水産物等への被害を防止するため、２戸以上の農
業者等で構成する任意の組織等に対し、電気柵やワイヤーメッシュ柵、防鳥テグス等の購
入経費を補助することにより、鳥獣害からの被害防止の強化を促進する。

補助金の額
（限度額等）

【新規設置の場合】
１　概ね1ha以上の受益面積に設置する場合は購入経費の5/6以内
２　上記１に該当しない場合は購入経費の2/3
※国事業又は、県事業の要件に該当しない場合は、上記１の場合は購入経費の1/2以
内。
  上記２の場合は購入経費の1/3以内。
※国事業の要件に該当する場合は、負担額なし。ただし、集落側の直営施工が条件。

【雪害などによる修繕の場合】
・修繕に係る資材購入経費の1/2以内。
・事業費１万円以上が対象、補助金交付上限20万円。

摘　要
(申請手続等)

事業の実施については、事前に産業観光課に協議をお願いします。

地域住民が協力して、鳥獣被害対策に積極的に取り組む意向を持つ集落等に対して、支
援を行い地域ぐるみでの被害対策の普及・促進を図る。

　担当課：産業観光課（７６－０２０８）

八頭町鳥獣被害に強いまちづくり支援事業補助金
（鳥獣追払い用具購入事業）

補助事業概要

ニホンザル等の有害鳥獣による農林水産物等への被害を防止するため、地元住民による
集団的な追い払い活動を実施する団体等に対し、電動モデルガン等の追い払い用具の購
入経費を補助するとともに、構成員の動物駆逐用煙火保安教育講習の受講経費を補助す
ることにより、鳥獣害からの集落づくりの強化を促進する。

補助金の額
（限度額等）

・花火、爆竹、電動ガン等の購入経費の2/3

・動物駆逐用煙火保安教育講習受講経費
　新規者　３/３　　更新者　  2/3

補助金の額
（限度額等）

研修会等の開催経費、餌づけ要因の除去作業及び侵入防止柵の見回り等の経費
１団体当たり上限３０万円（１回のみ）

摘　要
(申請手続等)

事業の実施については、事前に産業観光課に協議をお願いします。

　担当課：産業観光課（７６－０２０８）

摘　要
(申請手続等)

事業の実施については、事前に産業観光課に協議をお願いします。

　担当課：産業観光課（７６－０２０８）

八頭町鳥獣被害に強いまちづくり支援事業補助金
（集落づくり推進支援対策事業）

補助事業概要
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⑧-4
補助金名

　担当課：産業観光課（７６－０２０８）

　八頭町危険木伐採等事業補助金

補助事業概要

補助金の額
（限度額等）

　①閉鎖により孤立集落となる道路に被害が想定される立木
　　補助率：定額
　②公道，農業用施設又は住宅等に被害が想定される立木又は被害を与えた倒木
　　補助率：1/2（上限20万円、下限2.5万円）※木材等の売却額を控除

　災害時に倒れることが予想される山林の危険木、倒木処理を業者等に委託する経
費の助成をする。

　　同一年度において同一の補助対象者につき1回限り

摘　要
(申請手続等)

　事業の実施につきましては、事前に産業観光課に協議をし、事業に関する認定
　を受けてください。
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⑨
補助金名

⑩
補助金名

担当課：町民課（７６－０２０５）

摘　要
(申請手続等)

　報奨金を受けようとする団体は、事前に「資源ごみ回収団体届」を町民課
　環境衛生係に提出してください。
　資源ごみ回収後に回収業者の証明書と資源ごみ回収報奨金交付申請書を
　町民課環境衛生係に提出してください。
　（申請時に印鑑と振込先が分かるものが必要です。）

補助金の額
（限度額等）

　古紙類　１kgあたり　６円

　金属類　１kgあたり　４円

　ビン類　１本あたり　４円

　八頭町資源ごみ回収報奨金

補助事業概要 　自治会、子供会、ＰＴＡ、婦人団体、老人クラブ等、資源ごみ回収に協力する

　団体に報奨金を交付し、資源の再利用の推進とごみの減量化を図る。

　（1集落につき、当該年度中1度のみ支給）

摘　要
(申請手続等)

　事業の実施につきましては、建設課に協議をし、事業に関する認定を受けて
　ください。
　※事業に係る支給原材料費の支払いは、町が業者に直接支払います。

担当課：建設課（７６－０２０６）

　八頭町土木事業原材料支給

補助事業概要

　町道及び集落内法定外公共物等(赤線など）の整備促進を図るため、共同で
  事業を行う代表者に対して原材料を支給する。

　※私道及び利用者が制限される法定外公共物等は対象としない。

補助金の額
（限度額等）

　原材料支給にかかる限度額は、１箇所当たり年間20万円以内の額。
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⑪
補助金名

⑫
補助金名

　　　　担当課：福祉課（７２－３５８６）

※上記①事業実施済集落は、 麻生、市場、落岩、福本、西御門、見槻中、西谷、福井、橋本、皆原、
新興寺、日田、小別府、茂田、東市場、篠波、郡家中区、郡家西区、新庄、北山、志谷、宮谷、才代二、
若葉、万代寺、池田、三山口、才代一、郡家東区、下日下部、山路、岩渕、横田の３３集落です。
※上記②事業実施済集落は、「北山」、「福本」の２集落です。

八頭町災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金

補助事業概要

支え愛マップ（災害時の避難支援及び平常時の見守りを目的として、要支援者及び
その支援者の情報、避難所及び避難経路を盛り込んだ地図）づくりをとおし、要支援
者に対する災害時の避難支援等の仕組みづくりや,平常時の見守り体制づくり等の
住民組織等による取組を支援することにより、要支援者が身近な地域で安全安心に
暮らすための地域住民及び要支援者自らが主体となったみんなで支え合う体制の
充実を図る。

補助金の額
（限度額等）

①災害時要支援者対策促進事業:1集落当たり上限5万円以内
②災害時要支援者対策ステップアップ事業:1集落当たり上限１０万円以内、但し、上
記①事業実施集落が翌年度から対象集落となります。
負担割合（町1/2、県社協1/2）

摘　要
(申請手続等)

申し込み先：八頭町社会福祉協議会（申し込み年度の1月中旬まで）

補助対象経費：
報償費（講師謝金など）、旅費（講師旅費）
需用費（支え愛マップ作製のための消耗品、印刷製本費など）
　　　　　※住民の方々の飲食経費は対象外
役務費（避難訓練のための傷害保険など）
使用料及び賃借料（研修会、講習会の会場借上など）
備品購入費（要支援者の避難に必要な簡易ストレッチャー、車椅子などの資機材）

摘　要
(申請手続等)

　補助を受けようとする集落は、建設課に相談してください。
　※１２月までの納品のためには、遅くとも１月中の配備要望が必要です。
　

担当課：建設課（７６－０２０６）

補助金の額
（限度額等）

　令和５年実績
　１２．９ＰＳ相当除雪機（除雪幅０．９ｍ程度）
　　参考価格　1,100千円（地元負担額 220,000円）
　１１ＰＳ相当除雪機（除雪幅０．８ｍ程度）
　　参考価格　　750千円（地元負担額 150,000円）
　

　小型除雪機配備事業

　集落内町道及び県道歩道除雪を行うため小型除雪機の貸与の支援。
　負担額は事業費のおおむね５分の１の額で貸与後の維持管理は各自治会で行
  う。
※２万円以上の修繕に対し、事業費３０万円を上限とし1/2の補助を行います。

補助事業概要

　（点検・消耗品費は対象外）
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⑬
補助金名 　八頭町カーブミラー設置等補助金

補助事業概要 　カーブミラーの新設、修繕費用に対し補助するもの。

補助金の額
（限度額等）

区　　　分 補助率 補助金額(上限) 備　　考

新設・修繕  1/2 130,000円/基

担当課：総務課防災室（７６－０２０３）

⑭

担当課：町民課（７６－０２０５）

⑮
補助金名 　八頭町ごみ散乱防止ネット購入費補助金

補助事業概要 　ごみステーションでのネット購入の経費に対し補助するもの。

補助金の額
（限度額等）

担当課：町民課（７６－０２０５）

摘　要
(申請手続等)

○補助金額
　　購入価格の１／２以内（上限３，０００円）
　　　※ごみステーション１ヵ所につき１枚まで。
　　　※過去に補助対象となったごみステーションは対象外。

・申請書の提出は、ネットを購入しごみステーションに設置した後に行ってくださ
い。
・申請書には、領収書の写し（購入金額がわかるもの）、位置図、写真（ネット設
置）が必要です。

摘　要
(申請手続等)

　基本的に翌年度の当初予算になりますので、事業の実施は４月以降になります。
　事業の実施につきましては、申請書に見積書等工事の内訳がわかるもの、設置
　場所の地図を添付し、総務課防災室に提出してください。

補助金名 　八頭町集落ごみステーション等整備事業補助金

補助事業概要 　集落ごみステーションの新設や修繕等の費用に対し補助するもの。

補助金の額
（限度額等）

具体例 補助率 補助金額(上限) 備　　考

据置式 箱型 ロッカー、コンテナ等
1個あたり
1/2以内

50,000円/個

物置型
収納庫（トランクルー
ム）、物置等

一部
開放型

囲い（コンクリート製、
ブロック製、木製等）

※据置式の補助対象経費は、購入費及び修繕費です。送料は対象外。

※構築式の補助対象経費は、工事費、修繕費、用地購入費です。

　事業の実施につきましては、事前に見積書等の事業内容がわかるものを町民課環
境衛生係に提出してください。
　内容確認後に申請書等を提出していただくことになります。

※ごみステーションの新設の場合は、収集コースの関係で事前協議をお願いします。

摘　要
(申請手続等)

形状

構築式
1箇所あたり
8/10以内

1,000,000円/箇所
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増減額 増減率

一般会計 11,660,000 11,690,000 △ 30,000 △ 0.3

国民健康保険特別会計 1,861,000 1,872,000 △ 11,000 △ 0.6

簡易水道特別会計 0 285,000 △ 285,000 皆減

簡易水道事業会計 282,000 0 282,000 皆増

公共下水道特別会計 0 536,000 △ 536,000 皆減

農業集落排水特別会計 0 601,000 △ 601,000 皆減

下水道等事業会計 1,335,000 0 1,335,000 皆増

介護保険特別会計 2,331,000 2,486,000 △ 155,000 △ 6.2

宅地造成特別会計 3,000 3,000 0 0.0

墓地事業特別会計 900 700 200 28.6

後期高齢者医療特別会計 271,800 226,500 45,300 20.0

上私都財産区特別会計 5,400 5,400 0 0.0

市場、覚王寺財産区特別会計 300 180 120 66.7

上津黒、下津黒財産区特別会計 7,000 3,600 3,400 94.4

篠波財産区特別会計 15,000 16,800 △ 1,800 △ 10.7

大江財産区特別会計 6,000 6,900 △ 900 △ 13.0

全 会 計 合 計 17,778,400 17,733,080 45,320 0.3

- 13 -

令和６年度予算会計別対前年度比較表

（単位：千円 , ％）

会　計　名 令和６年度 令和５年度
比　較



　（歳入） 　（歳出） （単位：千円）

令和６年度 令和５年度 令和６年度 令和５年度

当初予算額 当初予算額 当初予算額 当初予算額

     1 町税 1,252,104 1,321,879 △ 69,775      1 議会費 106,230 93,478 12,752

     2 地方譲与税 123,341 108,592 14,749      2 総務費 1,718,215 1,466,315 251,900

     3 利子割交付金 869 926 △ 57      3 民生費 3,621,473 3,468,953 152,520

     4 配当割交付金 7,588 7,223 365      4 衛生費 696,082 662,997 33,085

     5 株式等譲渡所得割交付金 6,891 6,342 549      5 農林水産業費 1,403,594 1,365,993 37,601

     6 ゴルフ場利用税交付金 134 2,025 △ 1,891      6 商工費 119,119 120,271 △ 1,152

     7 地方消費税交付金 361,880 362,824 △ 944      7 土木費 657,293 889,634 △ 232,341

     8 自動車税環境性能割交付金 8,410 6,180 2,230      8 消防費 450,235 350,835 99,400

     9 法人事業税交付金 16,675 15,757 918      9 教育費 1,491,820 1,924,527 △ 432,707

   10 地方特例交付金 73,872 10,239 63,633    10 災害復旧費 3 3 0

   11 地方交付税 5,200,700 5,136,900 63,800    11 公債費 1,346,731 1,297,484 49,247

   12 交通安全対策特別交付金 852 935 △ 83    12 予備費 49,205 49,510 △ 305

   13 分担金及び負担金 27,065 27,163 △ 98

   14 使用料及び手数料 64,520 64,317 203

   15 国庫支出金 1,025,137 1,332,648 △ 307,511

   16 県支出金 1,051,321 993,997 57,324

   17 財産収入 42,366 40,847 1,519

   18 寄附金 153 153 0

   19 繰入金 880,396 734,052 146,344

   20 繰越金 70,000 70,000 0

   21 諸収入 142,226 209,101 △ 66,875

   22 町債 1,303,500 1,237,900 65,600

11,660,000 11,690,000 △ 30,000 11,660,000 11,690,000 △ 30,000

増減率 -0.26%
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令和６年度一般会計予算・款別予算一覧表

款 比　較 款 比　較

合　　計 合　　計



｢集落支援制度｣について

１．目的

２．支援体制と概要

３．具体的な活動内容

集落の自主防災組織の初動体制の確立と災害に対する
心構えの育成等を目的に、集落支援職員を設置する。

集落に町職員原則１名を支援職員（集落と行政のパイプ
役）として配置し、自主防災活動への支援やその他集落
の必要とする支援を行い、より一層の地域の安全と活性化
を目指すものです。

①防災訓練、防災体制づくりの支援
②その他の集落支援
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民生委員・児童委員の概要 
 

＜選任基準＞ 

・社会福祉に対する理解と熱意があり、地域の実情に通じ、積極的な活動のできる者 

・原則として７５歳未満（選任時） 

 

＜民生委員・児童委員とは＞  

○地域の身近な相談相手、その内容に応じて関係機関への「つなぎ役」になります。 

民生児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域(集落)において、生

活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ、適切な支援やサービスへの「つなぎ役」です。 

民生委員は民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱されます。児童福祉法による児童委員

を兼ねています。地域福祉を担うボランティアとして、非常勤の地方公務員としても位置付けら

れ、守秘義務を課されています。児童に関することを専門に担当する主任児童委員も配置されて

います。八頭町は民生児童委員６６名、主任児童委員３名が配置されています。 

 

地域の中での具体的な活動事例 

・ひとり暮らし高齢者の見守り安否確認。定期的に訪問し、困っていることがないか伺う。 

・高齢者、障がい者など、支援を必要とする方を、行政に伝えて支援につなげる。 

・生活困窮世帯に対して、生活保護や生活福祉資金の借り入れなど制度の利用につなげる。 

・旧小学校区単位で組織されるまちづくり委員会の活動へ参画する。 

・小中学生の通学時間にあわせて、見守りを兼ねたあいさつ運動に参加する。 

・避難行動要支援者台帳を活用し、災害に備えた地域の避難支援体制づくりに協力する。 など 

 

＜民生児童委員協議会(民児協)としての活動＞ 

・民生児童委員は八頭町民生児童委員協議会（民児協）に所属しますが、主な活動は郡家・船岡・

八東地域それぞれに組織された支部を中心に活動します。 

・町事業(要支援者の把握、証明事務やあて職)や町社会福祉協議会事業への協力、視察研修など 

・毎月１回 定例会へ出席。定例会の内容は各種研修と情報交換など。 

・県民生児童委員協議会やその他の機関が主催する研修会への参加し、知識の習得に努めます。 

 

＜活動手当＞ 

 民生委員には、報酬は支給されませんが、活動に対する実費弁償（交通費等）として、県から 

年間６０，２００円、町から年間３４，２００円の活動手当が支給されます。 

 

＜任期＞ 

３年（現在：令和４年１２月１日～令和７年１１月３０日まで） 
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八頭町民生委員・児童委員名簿 

 

主任児童委員名簿 

令和６年２月１日現在（敬称略） 

 

 

氏  名 担当集落名 

勝原 章雄 姫路・明辺・落岩 

西尾 幸子 山志谷・麻生 

大野 裕二 福地・野町 

山下小枝子 覚王寺・東市場 

熊澤 淑子 市場 

衣笠 忠久 上津黒・下津黒 

西尾 和博 別府・篠波 

竹嶋 健一 延命寺・上大坪・下大坪 

明治登茂恵 奥山上・口山上・上峰寺 

下峰寺 

田中 博明 山田・山路・花原 

岸本 慶子 井古・稲荷・若葉 

和泉藤吉郎 堀越・宝 

田村 和典 下坂・奥谷 

小谷 慶實 下門尾・門尾 

聲高 正人 カーサこおげ 

ドミールこおげ 

市村 裕子 福本・賀茂町・さつきヶ丘 

天王木・はなさき台 

  未定 フローラル 

草刈 康明 宮谷・のぞみ・つつみヶ丘 

ひかりヶ丘 

髙橋 耕作 郡家東区 

竹内 恵子 郡家中区・郡家北区 

横山 栄子 郡家西区 1～4班 

湯ノ口悦子 郡家西区 5～6班 

  未定 南ヶ丘・あおば台 

  未定 すくも塚・さくら台 

  未定 池田 

田嶋 敏子 久能寺・緑ヶ丘 

ヒルズさくら坂 

宮田 敬子 万代寺・上万代寺 

石田百井 

森木 雅彦 米岡・土師百井 

土師百井二 

  未定 国中一区・国中二区 

平木 文子 大門・花 

岡村洋一郎 郡家殿・市谷 

平木 信一 西御門 

氏  名 担当集落名 

岡田 峰男 大江 

林  幸伸 下野 

勝連 隆志 橋本 

岸田貴美子 塩上・水口 

石井 義則 船岡殿 

岡島 吉正 下町・丸山 

小嶋  昇 坂町上 

佐々木 豊 坂町下 

小嶋  宏 上町・下濃 

  未定 坂田・薬師 

歳岡 誠司 破岩・新庄 

上田ひとみ 福井・隼福 

西川  収 上野上・上野 

植田 幸秀 隼郡家・見槻中 

山根 政惠 見槻・西谷・志子部 

西川 唯子 上日下部・下日下部 

  未定 安井宿・桜ヶ丘 

田中信一郎 小別府・新興寺 

稲中 豊昭 横田・茂田 

細田 利夫 才代二 

北本喜久江 才代一・才代団地・竹市 

川村 忠幸 東一・東二 

高橋 淑子 三浦・佐崎・岩渕 

坂根 實豊 奥野・茂谷・清徳・三山口 

鍛冶屋・小畑団地 

加藤 正広 皆原 

田中伊知郎 下徳丸・上徳丸 

橋本 祐磨 下南・重枝 

宗元 英敏 中南・南団地 

竹内百合子 上南・島 

田中美佐子 北山 

森田 洋午 富枝・細見 

藪田美知男 志谷・中・稗谷 

七理 章子 日田 

  未定 用呂 

氏  名 担当地域 

山邉 明美 郡家地域 

西村 純子 船岡地域 

加藤 邦雄 八東地域 



　  令和６年度　八頭町体育協会主催並びに各専門部主催大会を以下のとおり開催する予定です。町民大会が近づきましたら各集落の関係者

　  (郡家地域は体育委員さん及び区長さん、船岡・八東地域は公民館長さん)へ大会要項等をお届けいたしますので御確認ください。

      また、各専門部主催の大会、教室、練習日も掲載しておりますので、御希望の方は気軽にお問合せください。

参加資格

月 曜日 （詳しくはお問合せください）

 八頭町武道大会（剣道の部） -  郡家武道場

日  八頭町少年野球大会 町内スポーツ少年団 八東球場

昭和の日  八頭町武道大会（空手道の部） -  郡家武道場

日  八頭町武道大会（柔道の部） -  郡家武道場

5  八頭町壮年ソフトボール大会 集落(近隣集落との合同可) 八頭町内グラウンド

日  八頭町バレーボール大会 集落(近隣集落との合同可) 船岡トレーニングセンター

日  八頭町親善グラウンド・ゴルフ大会 -  八東川水辺プラザ河川公園

日  八頭町バドミントン大会 集落(近隣集落との合同可)  八頭中学校体育館、郡家体育館

7 日  八頭町ソフトテニス大会　 集落、合同チーム  八東総合運動公園屋内多目的運動場

 八東地域ゲートボール大会 町ゲートボール部員  八東総合運動公園屋内多目的運動場

土.日  第25回 県民スポーツ・レクリエーション祭（水泳） -  どらドラパーク米子水泳場

9 日  八頭郡駅伝競走大会 -  若桜町～八頭町

日  八頭町ペタンク大会 小学生以上、集落、合同チーム  郡家多目的広場（郡家ふれあいドーム横）

スポーツの日  第16回 森下広一杯八頭町マラソン大会 -  船岡コース

土.日  第25回 県民スポーツ・レクリエーション祭（秋季） -  県内各所

 八頭町ゲートボール大会 町ゲートボール部員  八東総合運動公園屋内多目的運動場

日  八頭町駅伝競走大会 集落、合同チーム  船岡庁舎前発着

日  八頭町スポーツフェスタ - 船岡トレーニングセンター

12 日  八頭町民卓球大会 集落、合同チーム  郡家体育館

1 木  新春マラソン大会＆ウォーキング大会 -  八東庁舎前発着

未定

29

開 催 月 日

-
 
2
9
 
-

19.20

令和６年度八頭町体育協会町民大会等予定表

21

【町民大会関係】

会　　　　場

24.25

16

7

17

8

11

日

2

6

23

下旬

中旬

未定

4

10

未定

8

6

大　　　会　　　名

14

上旬

未定

9



令和６年度上半期　移動図書館車　巡回予定表

私都コース国中・大御門コース

八東コース

４月 4/12　4/26

５月 5/17　5/31

６月 6/21

７月 7/5　7/19

８月 8/2　8/23

９月 9/6　9/20

巡回時間 金曜日

13：40～13：55 皆原農村婦人の家

14：00～14：15 尾崎医院駐車場

14：25～14：40 安部地区福祉施設

14：45～15：00 新興寺集落

４月 4/9　4/23 ４月 4/5　4/19

５月 5/7　5/21 ５月 5/10　5/24

６月 6/11　6/25 ６月 6/14　6/28

７月 7/9　7/23 ７月 7/12　7/26

８月 8/6　8/27 ８月 8/9　8/30

９月 9/10　9/24 ９月 9/13　9/27

巡回時間 火曜日 巡回時間 金曜日

13：35～13：50 池田 集落 13：20～13：35 山田公民館

13：55～14：10 米岡集会所 13：40～13：55 上峰寺集会所

14：15～14：30 河原駅前 14：20～14：35 野町公民館

14：40～14：55 西御門山ノ手集会所 14：40～14：55 市場集落

15：00～15：15 延命寺公民館

15：20～15：35 下私都改善センター

４月 4/2　4/16　4/30

５月 5/14　5/28

６月 6/18

７月 7/2　7/16　7/30

８月 8/20

９月 9/3　9/17

巡回時間 火曜日

13：00～13：15 隼Lab.

13：25～13：40 西谷生活改善センター

14：15～14：30 水口でこの館

船岡コース
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月 日 曜日 内　　　　　　　　　　容 担　　当　　課

4 3 水 町内保育所入所式 町民課

10 水 町内小中学校入学式（中学校…午前、小学校…午後） 学校教育課

17 水 自警団連絡協議会（船岡地区） 防災室

18 木 自警団連絡協議会（郡家地区） 防災室

19 金 自警団連絡協議会（八東地区） 防災室

下旬 未定 ふなおか竹林まつり 産業観光課（商工観光室）

5 未定 未定 姫路公園まつり 産業観光課（商工観光室）

中旬 未定 八頭町人権教育推進協議会総会（中央公民館） 人権推進課

19 日 郡家東小学校、船岡小学校、八東小学校運動会 学校教育課

25 土 郡家西小学校運動会 学校教育課

6 上旬 未定 扇ノ山やま開き（姫路公園コース） 産業観光課（商工観光室）

16 日 東部地区消防ポンプ操法大会（八頭町） 防災室

30 日 人権尊重のまちづくり講演会 人権推進課

7 7 日 鳥取県消防ポンプ操法大会（米子市） 防災室

中旬 未定 八東ふる里の森イベント 産業観光課（商工観光室）

20～21 土・日 八東解放文化祭（中央人権啓発センター） 中央人権啓発センター

8 4 日 クリーンクリーン大作戦（全町） 建設課

未定 日 第14回隼駅まつり（予定）

未定 未定 環境美化推進委員会（中央公民館） 町民課

未定 未定 第18回八頭町きらめき祭 産業観光課（商工観光室）

9 1 日 八頭町防災訓練 防災室

7 土 八頭中学校運動会 学校教育課

10 14 月 第16回森下広一杯八頭町マラソン大会 教育委員会

19 土 第７回子育て支援フェスタinやず 町民課

26～28 土～月 船岡人権啓発センターまつり（船岡人権啓発センター） 中央人権啓発センター

下旬 未定 八頭町マルシェ２０２４ 産業観光課（商工観光室）

11 9～15 秋季全国火災予防運動(9～15日) 防災室

11 月 八東保育所防火パレード 防災室

中旬 郡家地域自警団合同演習 防災室

中旬 八東地域自警団ポンプ点検・防火パレード 防災室

中旬 船岡地域自警団合同演習 防災室

中旬 船岡保育所防火キャラバン隊 防災室

10 日 休日集団検診 保健課

中下旬 男女共同参画フェスティバル 男女共同参画センター

23～25 土～月 郡家部落解放文化祭（郡家人権啓発センター） 中央人権啓発センター

下旬 令和６年度第２回区長会 総務課

12 1 日 第19回八頭町部落解放研究集会 人権推進課

15 日 休日集団検診 保健課

1 3 金 令和７年はたちのつどい 教育委員会

11 土 八頭町交通指導員仕事始め式 防災室

12 日 八頭町消防団出初式 防災室

26 日 八頭町文化財防火デー 防災室

19 日 休日集団検診 保健課

2

3 1～7 春季全国火災予防運動(１～7日) 防災室

2 日 八東地域自警団合同演習 防災室

未定 未定 八頭中学校卒業式 学校教育課

19 水 町内小学校卒業式 学校教育課

未定 未定 町内保育所卒園式 町民課

　　　　　　　　　　　　令和６年度　主な年間行事予定表
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